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◎群馬県告示第３０４号 

群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第２１条第１項の規定による告示（令和６年群馬県告示第１

０号）において別途告示で定めることとされている期日のうち、石川県（七尾市及び羽咋郡志賀町に限る。）に住

所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者に係るものについては、県民税利子割、県

民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、個人の事業税、法人の県民税、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用

税及び軽油引取税に限り、その期限が令和６年１月１日から令和７年１月３０日までの間に到来するものについ

て、同月３１日とする。 

  令和６年１２月２７日 

                                          群馬県知事 山 本 一 太   

 

 

 

◎群馬県告示第３０５号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除 

する予定である旨の通知があった。 

  令和６年１２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 渋川市赤城町棚下字込山４１７の７・４１７の９・４１８の３（以上３筆国有 

 林） 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

 

 

 

◎群馬県告示第３０６号 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整 

備すべき道路を次のとおり指定した。 

  令和６年１２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 
 
群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。  

■ 告  示 

■ 公  告 

道路の種類 路線名 区   間 

県道 佐野行田線 館林市朝日町２３０５番地の５番地先から同市城町３８番地の９番地
先までの上下線 
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令和６年１２月２７日  

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 県立自然史博物館附帯ホール 

(2) 所在地 富岡市上黒岩１６７４番地１ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 名称 富岡市 

(2) 主たる事務所の所在地 富岡市富岡１４６０番地１ 

(3) 代表者の氏名 富岡市長 榎本義法 

３ 指定の期間 

  変更前 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

  変更後 令和２年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

令和６年１２月２７日  

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 公の施設の名称及び所在地  

(1) 名称 群馬県総合スポーツセンター  

(2) 所在地 前橋市関根町８００番地  

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名  

(1) 名称 公益財団法人群馬県スポーツ協会  

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市関根町８００番地  

(3) 代表者の氏名 理事長 田子昌之  

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

令和６年１２月２７日  

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 公の施設の名称及び所在地  

(1) 名称 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

(2) 所在地 渋川市伊香保町伊香保５８７番地１  

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名  

(1) 名称 公益財団法人群馬県スポーツ協会  

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市関根町８００番地  
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(3) 代表者の氏名 理事長 田子昌之  

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

令和６年１２月２７日  

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 公の施設の名称及び所在地  

(1) 名称 群馬県ライフル射撃場  

(2) 所在地 北群馬郡榛東村大字上野原字吾妻山２番１７  

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名  

(1) 名称 群馬県ライフル射撃協会  

(2) 主たる事務所の所在地 高崎市倉渕町三ノ倉４９７番地  

(3) 代表者の氏名 会長 岡田榮三  

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者の指定の期間を次のとおり変更した。  

  令和６年１２月２７日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 ぐんまこどもの国児童会館 

 (2) 所在地 太田市長手町４８０番地 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 公益財団法人群馬県児童健全育成事業団 

 (2) 主たる事務所の所在地 太田市長手町４８０番地 

 (3) 代表者の氏名 理事長 塚越日出夫 

３ 指定の期間  

変更前 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

変更後 令和２年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

  令和６年１２月２７日 
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                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 大沼キャンプフィールド及び赤城ランドステーション 

 (2) 所在地 前橋市富士見町赤城山１ほか 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 株式会社スノーピーク 

 (2) 主たる事務所の所在地 新潟県三条市中野原４５６番地 

 (3) 代表者の氏名 代表取締役社長執行役員 山井太 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１７年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

  令和６年１２月２７日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 赤城森林公園及び赤城ふれあいの森 

(2) 所在地 前橋市柏倉町地内及び富士見町赤城山地内 

２ 指定管理者の名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 名称 KohaLAB 

(2) 主たる事務所の所在地 高崎市下里見町９８９番地２ 

(3) 代表者の氏名 株式会社スポーツプロテクト 代表取締役 赤尾真澄 

(4) 構成者の氏名 紅陵造園株式会社 代表取締役 山宮衛 

ＮＰＯ法人笑顔の森 理事長 大塚猶之 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。 

    令和６年１２月２７日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

中村堰 理 事 再 任 清水淑朗 藤岡市立石４４７番地 

 同   同  笠原憲  同 森新田５６番地４ 

 同   同  江原愼二  同 中栗須５５５番地 
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 同  新 任 三木登世宣 高崎市新町４７４番地１０ 

 同   同  井野庫吉 藤岡市岡之郷５１６番地 

 同   同  岡本好季  同 森２２０番地１ 

 同   同  宮下正夫  同 中１０３３番地 

 同   同  神田茂博  同 篠塚４６７番地 

 同  退 任 白岩民次  同 岡之郷４９１番地 

 同   同  針谷一詩  同 森２２５番地 

 同   同  桜井一夫  同 立石１２９７番地 

 同   同  塚越秀行  同 中１３３０番地 

 同   同  茂木勝正  同 篠塚５０９番地 

監 事 再 任 斉藤佐一  同 中５７８番地 

 同  新 任 温井藤夫  同 岡之郷５７番地３ 

 同   同  堀口一彦  同 立石１３７２番地４ 

 同  退 任 三木登世宣 高崎市新町４７４番地１０ 

 同   同  井本紀彦 藤岡市岡之郷４６番地 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

  令和６年１２月２７日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称  群馬県勤労福祉センター 

 (2) 所在地 前橋市野中町３６１番地２ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称  公益財団法人群馬県勤労福祉センター 

 (2) 主たる事務所の所在地 前橋市野中町３６１番地２ 

 (3) 代表者の氏名 理事長 足立進 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

  令和６年１２月２７日 
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                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 烏川河川玉村運動場 

 (2) 所在地 佐波郡玉村町大字角淵地先 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 玉村町 

 (2) 主たる事務所の所在地 佐波郡玉村町大字下新田２０１番地 

 (3) 代表者の氏名 玉村町長 石川眞男 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

  令和６年１２月２７日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 宝台樹キャンプ場及び宝台樹スキー場 

 (2) 所在地 利根郡みなかみ町大字藤原地内 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 株式会社みなかみ宝台樹リゾート 

 (2) 主たる事務所の所在地 利根郡みなかみ町藤原３８３２番地４０ 

 (3) 代表者の氏名 代表取締役 横瀬寬隆 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

  令和６年１２月２７日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 敷島公園 

(2) 所在地 前橋市敷島町地内ほか 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 名称 敷島パークマネジメントＪＶ 

(2) 主たる事務所の所在地 前橋市千代田町二丁目１２番地１ 

(3) 代表者の氏名 株式会社オリエンタル群馬 代表取締役 中埜智親 

(4) 構成者の氏名 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 野崎秀則 

         株式会社富士植木 代表取締役 成家岳 
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         シンコースポーツ株式会社 代表取締役 石崎健太 

         コーエィ株式会社 代表取締役 関口典明 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和６年１２月２７日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字角渕字天神５０７１－１２、
５０７１－１４ 

高崎市新町３１２２番地１ 三菱鉛筆社宅２０５
号 
伊 将典 

２ 佐波郡玉村町大字角渕字御門５２７２－２ 高崎市福島町７６５番地１ リビングタウン西浦
Ｄ棟２０２号 
髙野浩朗、髙野穂 

３ 佐波郡玉村町大字後箇２７５－５ 高崎市貝沢町１１０８番地３ インペリアルＡ１
０３号 
田口尚貴 

４ 佐波郡玉村町大字下茂木９５８－５、９５８－
１９、９５９－２、９５９－４、９５７の一
部、９５８－２０ 

佐波郡玉村町大字下新田７７５番地１ 昭栄ビル
２階 
新井章太郎 

５ 佐波郡玉村町大字下茂木９５８－６、９５８－
２１、９５９－３、９５９－８、９５９－１
３、９５７の一部、９５８－２２ 

佐波郡玉村町大字下茂木２５５番地１ 
川島真規子 
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群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                           

             

■ 

教
育
委
員
会
規
則 

禁
錮

 
拘
禁
刑
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群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。  

令和６年１２月２７日 

群馬県教育委員会教育長 平 田 郁 美 

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 群馬県青少年会館 

 (2) 所在地 前橋市荒牧町２番地１２ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 公益財団法人群馬県青少年育成事業団 

 (2) 主たる事務所の所在地 前橋市荒牧町２番地１２ 

 (3) 代表者の氏名 理事長 太田大森 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７３号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

令和６年１２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

 国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

あけの康剛後援会 明野康剛 明野康剛 前橋市天川大島町６１－２ 

令和６年１１月２１日 

群馬郡医政会 水口滋之 山田敬之 高崎市高浜町９８４－１ 

令和６年１１月１２日 

新倉淳一後援会 新倉淳一 髙橋和夫 前橋市富士見町小暮１９１８－９ 

令和６年１１月８日 

前原健一後援会 前原健一 前原絢子 前橋市六供町４－３４－３０ 

令和６年１１月１５日 

 

 

■ 教育委員会公告 

■ 選挙管理委員会告示 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第７４号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和６年１２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

大賀孝訓後援会 代表者の氏名 大賀孝訓 渡辺孝治 令和６年 
１０月７日 

松島しげき後援会 会計責任者の
氏名 

大野勉 中村堅一 令和６年 
１１月１３日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７５号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和６年１２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

大賀孝訓後援会 大賀孝訓 令和６年１０月７日 

菖の会 濱田清子 令和６年９月１５日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７６号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和６年１２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

明野康剛 前橋市議会議員 あけの康剛後援会 前橋市天川大島町６１－
２ 

令和６年 
１１月２１日 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第７７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和６年１２月２７日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，６４７ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９７，７９３ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０９０ 

甘楽郡 ５，９２１ 

吾妻郡 １４，４３６ 

利根郡 ８，７５７ 

佐波郡 ９，８６２ 

邑楽郡 ２６，４０７ 

前橋市 ９１，５３７ 

高崎市 １０２，３７７ 

桐生市 ２９，４０２ 

伊勢崎市 ５５，７３２ 

太田市 ５８，５９７ 

沼田市 １２，５５２ 

館林市 ２０，３２２ 

渋川市 ２０，８２６ 

藤岡市・多野郡 １８，４５９ 

富岡市 １２，８７６ 

安中市 １５，６５０ 

みどり市 １３，６５０ 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第７８号 

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

令和６年１２月２７日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 
                                               「医療法 
 
 表１の項中「医療法人社団日高会 日高リハビリテーション病院 同  吉井町馬庭２２０４番地」を 群馬病 
 
                                                たかま 
 
 
人社団日高会日高リハビリテーション病院 同  吉井町馬庭２２０４          「特別養護老人ホー 
 
院                   同  稲荷台町１３６   に改め、表２の項中 特別養護老人ホー 
 
え病院                 同  中尾町１２３０  」          特別養護老人ホー 
 
 
ムサンライフ問屋町   同  問屋町１－５－４ 
                           「特別養護老人ホームサンライフ問屋町 同  問屋 
ム 悠ゆうみなみちょう 同  南町２－６７－５   を 
                            特別養護老人ホームルネス前橋    同  岩神 
ム ルネス前橋     同  岩神町二丁目３－２７」 
 
 
                                          「特別養護老人ホー 
町１－５－４  
        に、「特別養護老人ホームほなみユニット型 同  朝倉町８４２－１」を アースケア前橋朝 
町２－３－２７」 
                                           アースケア前橋元 
 
 
ムほなみユニット型 同  朝倉町８４２－１ 
 
倉の里       同  朝倉町４３０－１  に、「メリィホームうすい 同  松井田町八城２２６－１」 
 
総社の里      同  元総社町５３０－４」 
 
 
 「メリィホームうすい           同  松井田町八城２２６－１ 
を                                    に改める。 
  地域密着型特別養護老人ホームしづの想い 同  簗瀬１７５－１    」 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和６年１２月２７日 

                                 群馬県企業管理者 成 田 正 士   

１ 公の施設の名称及び所在地 

  (1) 名称 玉村ゴルフ場 

  (2) 所在地 佐波郡玉村町大字角渕５００６番地１ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

  (1) 名称 株式会社三商 

  (2) 主たる事務所の所在地 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 

  (3) 代表者の氏名 代表取締役 吉田利治 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

■ 公営企業公告 
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令和６年１２月２７日 

                                 群馬県企業管理者 成 田 正 士   

１ 公の施設の名称及び所在地 

  (1) 名称 前橋ゴルフ場 

  (2) 所在地 前橋市川原町一丁目４２番地４ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

  (1) 名称 久松商事株式会社 

  (2) 主たる事務所の所在地 前橋市北代田町６９１番地 

  (3) 代表者の氏名 代表取締役 久松一夫 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和６年１２月２７日 

                                 群馬県企業管理者 成 田 正 士   

１ 公の施設の名称及び所在地 

  (1) 名称 板倉ゴルフ場 

  (2) 所在地 邑楽郡板倉町大字板倉７７７番地１ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

  (1) 名称 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 

  (2) 主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 

  (3) 代表者の氏名 代表取締役社長 粟辻󠄀稔泰 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和６年１２月２７日 

                                 群馬県企業管理者 成 田 正 士   

１ 公の施設の名称及び所在地 

  (1) 名称 新玉村ゴルフ場 

  (2) 所在地 佐波郡玉村町大字川井１０６５番地１ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

  (1) 名称 金井興業株式会社 

  (2) 主たる事務所の所在地 前橋市鳥羽町３６番地１ 

  (3) 代表者の氏名 代表取締役 清水英樹 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
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